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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
第

百
八
十
九
回
国
会
閣
条
第
一
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

我
が
国
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
間
の
定
期
航
空
路
線
の
開
設
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
提
起
さ
れ
た
航
空
協
定
締
結
の

要
望
及
び
近
年
の
我
が
国
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
間
の
人
的
交
流
の
拡
大
を
踏
ま
え
交
渉
を
行
っ
た
結
果
、
二
〇
一
五
年
（
平
成

二
十
七
年
）
一
月
十
四
日
に
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
お
い
て
こ
の
協
定
が
署
名
さ
れ
た
。

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
間
及
び
そ
の
以
遠
に
お
け
る
定
期
航
空
路
線
の
開
設
及
び
定
期
航
空
業
務
の
安

定
的
な
運
営
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
前
文
、
本
文
二
十
一
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部

を
成
す
付
表
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
両
締
約
国
の
航
空
企
業
は
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
を
無
着
陸
で
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
当
該
他
方
の
締
約
国

の
領
域
に
給
油
、
整
備
等
、
運
輸
以
外
の
目
的
で
着
陸
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
一
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
付
表
に
定
め
る
路
線
（
以
下
「
特
定
路
線
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
他
方
の
締

約
国
内
の
地
点
に
着
陸
し
て
定
期
的
に
両
締
約
国
間
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
特
定
路
線
上
に
第
三
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国
内
の
地
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
定
期
的
に
当
該
地
点
と
他
方
の
締
約
国
内
の
地
点
と
の
間
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
、
一
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
他
方
の
締
約
国
の
空
港
等
の
施
設
の
使
用
料
金
に
つ
き
最
恵
国
待
遇
及
び
内
国
民

待
遇
と
同
等
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
航
空
機
が
使
用
す
る
燃
料
等
に
つ
い
て
当
該
他
方
の
締
約
国
の
関
税

等
を
免
除
さ
れ
る
。

四
、
特
定
路
線
に
お
い
て
運
営
さ
れ
る
航
空
業
務
（
以
下
「
協
定
業
務
」
と
い
う
。
）
を
開
始
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
一
方

の
締
約
国
が
当
該
路
線
を
運
航
す
る
自
国
の
航
空
企
業
を
指
定
す
る
。
当
該
航
空
企
業
は
、
他
方
の
締
約
国
か
ら
国
内
法
に

従
っ
て
運
営
許
可
を
受
け
た
後
に
、
指
定
航
空
企
業
と
し
て
運
航
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
両
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
両
締
約
国
間
の
協
定
業
務
に
つ
き
公
平
か
つ
均
等
な
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。

六
、
指
定
航
空
企
業
が
提
供
す
る
輸
送
力
は
、
貨
客
輸
送
需
要
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
需
要
の
う

ち
当
該
指
定
航
空
企
業
を
指
定
し
た
締
約
国
発
着
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
輸
送
力
を
供
給
す
る
。

七
、
各
締
約
国
の
航
空
当
局
は
、
自
国
の
領
域
か
ら
出
発
す
る
協
定
業
務
の
た
め
の
運
賃
を
認
可
す
る
権
利
を
有
す
る
が
、
他

方
の
締
約
国
か
ら
出
発
す
る
協
定
業
務
の
た
め
の
運
賃
に
つ
い
て
一
方
的
な
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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八
、
両
締
約
国
は
、
民
間
航
空
機
、
そ
の
旅
客
及
び
乗
組
員
、
空
港
等
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行
為
等
を
防
止
す
る
た
め
、

適
当
な
措
置
を
と
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
緊
急
事
態
に
お
い
て
は
他
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
の
運
航
を
停
止
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

九
、
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
航
空
の
安
全
に
関
す
る
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
自
国
の

領
域
内
に
お
い
て
当
該
他
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
の
航
空
機
に
対
す
る
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
航
行

の
安
全
の
確
保
に
必
要
な
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
の
運
航
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
、
両
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
が
両
方
向
に
運
営
す
る
こ
と
の
で
き
る
路
線
は
、
日
本
側
は
「
日
本
国
内
の
地
点
―
カ
ン
ボ

ジ
ア
王
国
内
の
地
点
」
及
び
「
日
本
国
内
の
地
点
―
中
間
の
地
点
―
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
内
の
地
点
―
以
遠
の
地
点
」
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
側
は
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
内
の
地
点
―
日
本
国
内
の
地
点
」
及
び
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
内
の
地
点
―
中
間
の
地
点
―

日
本
国
内
の
地
点
―
以
遠
の
地
点
」
と
す
る
。

十
一
、
こ
の
協
定
は
、
各
締
約
国
に
よ
り
そ
の
憲
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
承
認
を
通
知
す
る
外

交
上
の
公
文
が
交
換
さ
れ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


